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株式の種類　　　普通株式

１【取得状況】

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

2022年１月31日現在
 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2021年10月28日）での決議状況

（取得期間　2021年10月29日～2022年１月31日）
700,000 3,500,000,000

報告月における取得自己株式（取得日） － － －

計 － － －

報告月末現在の累計取得自己株式 700,000 3,479,083,983

自己株式取得の進捗状況（％） 100.0％ 99.4％

（注）１．「取得期間」及び「報告月における取得自己株式（取得日）」は、約定日基準で記載しております。

　　　２．上記取締役会において、自己株式の取得方法は東京証券取引所における市場買付（証券会社による投資一任

方式、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付を含む）とすることを決議しております。

　　　３．上記取締役会決議に基づく自己株式の取得は、2021年12月23日約定分をもって終了いたしました。
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２【処理状況】

　　　該当事項はありません。
 
 

３【保有状況】

2022年１月31日現在
 

報告月末日における保有状況 株式数（株）

発行済株式総数 63,553,485

保有自己株式数 706,472

（注）保有自己株式数には、単元未満株式の買取請求により取得した自己株式を含んでおります。
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